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標準的な手続の流れ 
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はじめに 
  この手引は，後見開始，保佐開始，補助開始の申立てを考えている方を対象に，

申立書類の準備の仕方，申立前・申立後の手続の流れを説明しています。 

後見制度の概要は，パンフレット「成年後見制度－利用をお考えのあなたへ－」

で説明しています。 

申立ての前に，この手引とパンフレット「成年後見制度－利用をお考えのあな

たへ－」を必ずお読みください。 
  

申立準備 
１ 申立てをする家庭裁判所（

かんかつ

管轄） 
  申立ては，本人（認知症，知的障害，精神障害などによって物事の判断能力が

十分ではない方）の，住所地（住民登録をしている場所）を管轄する家庭裁判所

にしてください。 

 

 裁判所名 所在地，電話番号 管轄区域 

東京家庭裁判所 
 (後見センター) 

  

〒100-8956 
 千代田区霞が関1丁目1番2号 

ＴＥＬ 03(3502)5359，5369（直通） 
  ※２０ページに地図あり 

本人の住所地が 
東京都２３区及び

東京都内の諸島 

東京家庭裁判所 
 立川支部 
  （後見係） 
  

〒190-8589 
 立川市緑町10番地の4 
 ＴＥＬ 042(845)0322，0324（直通） 
  ※２１ページに地図あり 
 

本人の住所地が 
上記以外の東京都

の市町村 

  【受付時間】平日 ８：３０～１７：００ 

 

２ 申立てができる人 
  申立てができる人は，本人，配偶者，４親等内の親族，成年後見人等，任意後

見人，任意後見受任者，成年後見監督人等，市区町村長，検察官です。 

  主な４親等内の親族 
  ・親  祖父母  曾祖父母  子  孫  ひ孫 

・兄弟姉妹  おじ  おば  甥姪  いとこ 

・配偶者の   親   祖父母   曾祖父母  子  孫  ひ孫 
  ・配偶者の   兄弟姉妹  おじ  おば  甥姪        等 
  

 

なお，ご自身で申立てや手続を進めていくことに不安を感じる方は，弁護士や
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司法書士，最寄りの成年後見制度推進機関（社会福祉協議会など）に相談される

ことをお勧めします。 

※家庭裁判所では，申立ての要否を答えたり，法律相談に応じることはできませ

ん。 

 

３ 申立てに必要な書類や費用 
○申 立 てに 必 要な 書類 や 費用 は，次 ペー ジ の「 申立 書 類一 覧 表」のと お り

です 。□に チ ェッ クを つ けな が ら，必要 な もの が すべ て整 っ たこ と を確

認し て くだ さ い。必 要書 類 が整 っ てい れば ，手続 が スム ー ズに 進 みま す。 

 な お ， 「 申 立 書 類 一 覧 表 」 の １ ～ ６ に つ い て は ， 申 立 人 の 控 え と し て ，

別途 コ ピー を お手 元に 残 して く ださ い。  

○ 申 立 書 類 は 家 庭 裁 判 所 が 後 見 等 開 始 の 判 断 を す る 際 に 参 考 と す る 重 要

な資 料 です の で， 該当 す る箇 所 はす べ て 必 ず ご 記入 く ださ い 。  

○申 し 立て る 類型（後 見・保 佐・補 助）に 悩む 場 合，診断 書 の判 定 で申 し

立て て いた だ くこ とで 構 いま せ ん。  

※申 立 書類 の セッ トの 取 得方 法 は， 次ペ ー ジの 冒 頭を ご覧 く ださ い 。  
 
面 接 予 約 と 申 立 て（書類提出） 

○東 京 家庭 裁 判所 では ，原則 と して ，申立 人 及び 成 年後 見人 等 候補 者 から ，

申立 て に至 る 事情 など を 伺う た めの 面接 を 行っ て いま す。  

○書 類 や費 用 がす べて 整 った ら ，申 立書 類 一式 を「後 見・保 佐・補 助開 始

申立 セ ット（ 書式 ）」の ，「 提 出書 類確 認 シー ト 」の「（ 確 認１ ）」の

順に 並 べ， □ に確 認の チ ェッ ク を入 れて く ださ い 。  

○収 入 印紙・郵便 切手 を そろ え ，「 提 出書 類 確認 シ ート 」の「（確 認 ２）」

の□ に 確認 の チェ ック を 入れ て くだ さい 。収入 印 紙・郵 便切 手 も申 立 書

類と 一 緒に 提 出し てい た だき ま す。  

○６ ， ８， １ ０ペ ージ の 「重 要 」事 項を 確 認し ， 「提 出書 類 確認 シ ート 」

の「 （ 確認 ３ ）」 の□ に 確認 の チェ ック を 入れ て くだ さい 。  

○上 記 の（ 確 認１ ）～（ 確認 ３ ）が すみ ま した ら ，申 立て を する 家 庭裁 判

所に 電 話を し て，面接 日 の予 約 をし てく だ さい 。面 接 日は ，お 電 話を い

ただ い た日 か ら１ 週間 以 上先 の 日で 調整 し ます 。  

○面 接 日時 と 予約 番号（ ※立 川 支部 は，予 約番 号 はあ りま せ ん。）を「 提

出書 類 確認 シ ート 」に 記 入し ，同シ ート と 申立 書 類一 式・収 入印 紙・郵

便切 手 を，申 立て をす る 家庭 裁 判所 あて に 発送 し てく ださ い 。予 約 した

面接 日 の３ 日 前（ 土日 休 日は 除 く。）ま で に到 着 しな い場 合 は，予 約が

取消 し にな る こと があ り ます 。  



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 必要書類等 取寄先等 
１ 
 
 

申立書類 
□後見・保佐・補助 開始申立書 
□申立事情説明書 
□親族関係図♦ 
□本人の財産目録及びその資料♦ 

□預貯金通帳のコピー □保険証券のコピー 

□株式・投資信託等の資料のコピー 

□不動産の全部事項証明書（原本，申立日から３

か月以内のもの） 

□負債の資料のコピー 

□本人の収支状況報告書及びその資料♦ 
□収入に関する資料のコピー（年金通知等） 

□支出に関する資料のコピー（領収書等） 

□後見人等候補者事情説明書 
□親族の同意書♦ 
  
 ♦印がついている書類の記載例，説明，資料作成方法は 

１３～１８ページをご覧ください。 

  

後見・保佐・補助開始申立セット同封

の書式を使用してください（財産目

録，収支状況報告書には資料を添付し

てください。）。 
 

※不動産の全部事項証明書は，最寄りの法務

局で入手することができます。 

 

 

 

 

注意!!：マイナンバーの記載された書類を家

庭裁判所に提出しないでください。特

に財産や収支の資料を提出される場

合はご注意ください。 

２ □診断書（成年後見用） 
□診断書付票 

◇いずれも，東京家庭裁判所の用紙で作成した

もの（用紙上部に「東京家庭裁判所本庁・支

部提出用」の記載があるか確認してくださ

い。） 

◇申立日から３か月以内のもの 

後見・保佐・補助開始申立セット同封

の書式を医師に交付し，作成を依頼し

てください。 

 

※作成いただく医師には，「診断書を作成

していただく医師の方へ」，「診断書(成

年後見用)」及び「診断書付票」をお渡

しください。 

３ 
 
 
 

□本人の戸籍個人事項証明書（戸籍抄本） 
   ◇申立日から３か月以内のもの 

各自治体の担当窓口 
※郵送でも取り寄せることができます。

詳しくは各自治体の担当窓口にお問い

合わせください。 

※本人と後見人等候補者が一緒に記載さ

れている場合は，１通で結構です。 

※外国籍の方は，国籍・地域の記載され

た住民票を提出してください。 

 

注意!!：マイナンバーの記載された書類を家

庭裁判所に提出しないでください。 

４ □本人の住民票又は戸籍の附票 
□後見人等候補者の住民票又は戸籍の附票 

◇申立日から３か月以内のもの 

◇マイナンバーの記載のないもの 

申 立 書 類 一 覧 表 

 
後見・保佐・補助開始申立セットの取得方法 

（申立セットには，この手引，パンフレット，書式が入っています。） 

①東京家庭裁判所後見センター 又は同立川支部後見係 の窓口 

②インターネット ③郵送取り寄せ 
※インターネットの場合は，「東京家庭裁判所後見サイト」で検索してください。 

※郵送で取り寄せる場合は，角形２号（A4冊子が入るサイズ）の封筒の表にご自身の名前と住所を

記載のうえ，２５０円分の郵便切手を貼り，「成年後見の申立セット送付を希望する旨・ご自身

の名前・電話番号」を書いたメモ書きと一緒に家庭裁判所まで送ってください。 
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５ □本人が登記されていないことの証明書 
◇申立日から３か月以内のもの 

◇証明事項（後見・保佐・補助・任意後見を受け

ていないこと）が全て記載されているもの 

 

東京法務局後見登録課（19ページ参照）

※申請には，申請人と本人との関係を示

す戸籍謄本等が必要です。戸籍謄本は

写しを持参すれば原本を返してもらえ

ます。郵送でも取り寄せることができ

ます。詳しくは担当窓口にお問い合わ

せください。 

※申請書の証明事項欄は，「□成年被後

見人，被保佐人，被補助人，任意後見

契約の本人とする記録がない。」の□

にチェックを入れてください。 

６ □愛の手帳のコピー（交付を受けている方のみ） 

□表紙（「愛の手帳」と記載されたところ），

氏名，総合判定の記載のあるページのコピー 

 

※東京都から交付される，知的障害の方

が各種サービスを円滑に受けるための

療育手帳です。 

７ 費用 
★申立時（申立書と一緒に提出していただきま

す。） 
□収入印紙 

□①申立手数料 ８００円 
□②登記手数料 ２６００円 
（保佐や補助で，代理権や同意権の付与の申立

てもする場合は，それぞれ①の８００円を追

加してください。 

 ①の内訳：４00円×２枚 

 ②の内訳：100０円×２枚，３00円×２枚） 

 
□郵便切手（送達・送付費用） 

□後見の場合 右のとおり 
 

□保佐・補助の場合 右のとおり 

 

  ★申立後（鑑定が必要な場合に納めていただきます。） 
□鑑定費用 

  ６ページをご覧ください。 

郵便局など 
 

※印紙や切手は東京家庭裁判所地下１階

及び東京家庭裁判所立川支部の売店で

も販売しています。 

 

 ※手続費用については，申立人が負担することが原則ですが，この手続を行うことが本人

の保護となりその利益になると考えられることから，東京家庭裁判所では，上記一覧表

７の費用については，後見等開始審判時に本人負担とする裁判をする運用です。 

○ 申立手数料・後見登記手数料（収入印紙代） 

○ 送達・送付費用（郵便切手代。ただし，実際に使用した分のみ。） 

○ 鑑定費用 

後見等開始審判確定後，成年後見人等に対し，本人の財産の中から本人負担とされた手

続費用額の償還を求めることができます。 

内訳：500円×3枚 

100円×5枚 

82円×10枚 

62円× 2枚 

20円× 8枚 

10円×1０枚 

合計3220円  1円×16枚 

 
内訳：500円×４枚 

100円×5枚 

82円×1５枚 

62円× ３枚 

20円× ５枚 

10円×1０枚 

合計4130円  1円×1４枚 

後
見 

保
佐
・
補
助 
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審 理 
 
１ 書類審査 

○家 庭 裁判 所 は，必要 書 類が そ ろっ てい る か，必 要事 項が す べて 記 入さ れ

てい る かな ど を審 査し ま す。  

 

２ 面接 
○予 約 した 日 時に ，家 庭 裁判 所 にお 越し く ださ い 。  

○面 接 の際 は ，申 立書 に 押し た 印鑑 と，申 立書 類 の控 えを 持 参し て くだ さ

い。 そ のほ か 担当 者か ら 事前 に 連 絡 が あ っ た も の を 持 参 し て く だ さ い 。 

○面 接 の所 要 時間 はお お むね １ ～２ 時間 程 度で す 。  

○面 接 の際 ，成年 後見 人 等候 補 者に「成 年 後見 人・保 佐人・補助 人 ハン ド

ブッ ク（Ｑ ＆ Ａ付 き ）」をお 渡 しし ま す 。成 年 後見 人 等の 職 務に つ いて ，

具体 的 な説 明 が記 載さ れ てい ま すの で， 大 切に 保 管し てく だ さい 。  

○面 接 後に 資 料の 追加 提 出を し てい ただ く こと が あり ます 。  

 

３  親 族 へ の 意 向 照 会  
○家 庭 裁判 所 は，審理 の 参考 と する ため ，本 人 の親 族 に対 し て，書面 等 に

より ，申立 て の概 要及 び 成年 後 見人 等候 補 者の 氏 名を 伝え ，これ ら に関

する 意 向を 照 会す る場 合 があ り ます 。  

 
４  鑑 定  

○鑑 定 とは ，本人 に 判断 能 力が ど の程 度あ る かを 医 学的 に判 定 する た めの

手続 で す。申 立時 に提 出 して い ただ く診 断 書と は 別に ，家 庭 裁判 所 が医

師に 鑑 定依 頼 をす る形 で 行わ れ ます 。後 見・保佐 の 場合 は法 律 上，原則

鑑定 が 必要 で すが ，診 断 書の 内 容な どを 総 合的 に 考慮 して ，鑑定 が 省略

され る こと も あり ます 。  

申立後の取下げの可否 
 

成 年 後 見 ・保 佐 ・補 助 開 始 の申 立 ては，公 益 性 や本 人 保 護 の見 地 から，取 下 げ

で終 了 することが相 当 でない場 合 があるため，申 立 書 類 を提 出 した後 は，審 判 前 で

あっても，家 庭 裁 判 所 の許 可 を得 なければ申 立 てを取 り下 げることはできません。例

えば，「私 が後 見 人 に選 ばれそうにないから。」「親 族 の事 業 資 金 として本 人 のお金 を

借 り入 れることを認 めてもらえそうにないから。」というような理 由 では，原 則 として許

可 されません。 
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○診 断 書作 成 医以 外の 医 師が 鑑 定人 に選 ば れる こ とも あり ま す。  

○鑑 定 費用（鑑 定 人へ の 報酬 ）は ，鑑 定人 の 意向 や 鑑定 のた め に要 し た労

力等 を 踏ま え て決 めら れ ます が ，一 般 的に １ ０万 ～ ２０ 万円 程 度の 費 用

がか か りま す 。  

○申 立 てや 面 接の 際に 鑑 定費 用 を納 めて い ただ く 必要 はあ り ませ ん 。鑑 定

を 行 う こ と に な っ た 場 合 ，家 庭 裁 判 所 か ら 連 絡 し ま す の で ，定 め ら れ た

期 限 内 に 費 用 を 納 め て く だ さ い 。  

 
５  本 人 ・ 候 補 者 調 査  

○ 成 年 後 見 制 度 で は ， 本 人 の 意 思 を 尊 重 す る た め ， 申 立 て の 内 容 な

ど に つ い て 本 人 か ら ご 意 見 を 直 接 伺 う 「 本 人 調 査 」 を す る 場 合 が

あ り ま す 。  

○ 本 人 調 査 の 際 は ，本 人 に 家 庭 裁 判 所 に お 越 し い た だ く こ と が あ り

ま す 。 た だ し ， 入 院 ， 体 調 等 に よ っ て お 越 し い た だ く こ と が 困 難

な 場 合 は ， 家 庭 裁 判 所 の 担 当 者 が 入 院 先 等 に 直 接 伺 い ま す 。  

○ な お ， 補 助 開 始 の 場 合 や 保 佐 開 始 で 代 理 権 を 付 け る 場 合 は ， 本 人

の 同 意 が 必 要 と な り ま す の で ，本 人 調 査 の 手 続 の 中 で 同 意 の 確 認

も 行 い ま す 。  

○ 成 年 後 見 人 等 候 補 者 の 適 格 性 に 関 す る 調 査 も あ わ せ て 行 う 場 合

が あ り ま す 。  

 

６  審 判 ま で の 期 間  
○ 申 立 て か ら 審 判 ま で は お お む ね １ か 月 ～ ２ か 月 か か り ま す 。  

※ 審 判 の 前 に ，事 案 に 応 じ て「 親 族 へ の 意 向 照 会 」（ 約 ２ 週 間 ），「 鑑

定 」 （ 約 １ か 月 ） ， 「 本 人 ・ 候 補 者 調 査 」 （ 約 １ か 月 ） を 実 施 し ま

す （ そ の 内 容 に よ り 審 判 ま で の 期 間 が 異 な り ま す 。 ま た ， 事 案 の 内

容 に よ り ２ か 月 以 上 と な る 場 合 も あ り ま す 。 ） 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注意！！ 

裁判所の構内においては， 

録音・録画・撮影は禁止 

されています。 
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誰を候補者にするか？誰が選任されるか？ 

（１）成年後見制度の内容や成年後見人等の職務を理解された上で責任をもっ

て引き受けてくださる方を１名挙げてください。家庭裁判所に一任する場合

は，申立書の「成年後見人等候補者」欄に「家庭裁判所一任」と記載してくだ

さい。 

（２）成年後見人等は，後見等開始の審判の際に，家庭裁判所が，本人の心身

の状態，生活及び財産の状況や，候補者と本人との利害関係の有無，本人

の意向などの事情を総合して職権で選任します（民法８４３条１項，４項等）。 

   そのため，申立書に記載された候補者が必ず選任されるとは限りません。

家庭裁判所は本人の財産管理をより適正に行う観点から，専門的な知見を

有する専門職が関与する必要があると判断した場合には，弁護士，司法書

士等といった専門家を成年後見人等に選任したり，このような専門家を成年

後見等監督人として選任することがあります。これらの選任についての家庭

裁判所の判断には，不服申立てをすることはできません。 

（３）成年後見人等及び成年後見等監督人に対する報酬は，家庭裁判所が付

与の当否及び付与の金額を決定し，本人の財産から支払われます。 
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  注意！！ 

１ 次の人は成年後見人等になることができません。（欠格事由） 

(1) 未成年者 

(2) 成年後見人等を解任された人 

(3) 過去に破産手続開始決定を受けたが，免責許可決定を受けていない人 

(4) 本人に対して訴訟をしたことがある人，その配偶者又は親子 

(5) 行方不明である人 

２ 次のいずれかに該当する場合は，成年後見人等候補者以外の者を選任したり，成年 

 後見等監督人を選任する可能性があります。 

(1) 親族間に意見の対立がある場合 

(2) 流動資産の額や種類が多い場合 

(3) 不動産の売買が予定されているなど，申立ての動機となった課題が重要な法律行為

を含んでいる場合 

(4) 遺産分割協議など，成年後見人等候補者と本人との間で利益相反する行為につい

て，成年後見等監督人に本人の代理をしてもらう必要がある場合 

(5) 成年後見人等候補者と本人との間に高額な貸借や立替金があり，その精算の可否

等について第三者による調査，確認を要すると判断された場合 

(6) 従前，成年後見人等候補者と本人との関係が疎遠であった場合 

(7) 年間の収入額及び支出額が過大であったり，年によって収支に大きな変動が見込ま

れるなど，第三者による収支の管理を要すると判断された場合 

(8) 成年後見人等候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合 

(9) 申立時に提出された財産目録や収支状況報告書の記載が十分でないなどから，成

年後見人等としての適格性を見極める必要があると判断された場合 

(10) 成年後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり，相談できる者を希望した場

合 

(11) 成年後見人等候補者が自己または自己の親族のために本人の財産を利用（担保

提供を含む。）し，または利用する予定がある場合 

(12) 成年後見人等候補者が，本人の財産の運用（投資等）を目的として申し立てている

場合 

(13) 成年後見人等候補者が健康上の問題や多忙などで適正な後見事務を行えない，

又は行うことが難しいと判断された場合 

(14) 本人について，訴訟・調停・債務整理等，法的手続を予定している場合 

(15) 本人の財産状況が不明確であり，専門職による調査を要すると判断された場合 

※上記２(1)から(15)までに該当しない場合でも，家庭裁判所の判断により候補者以外の方を成年後見人等

に選任したり，候補者を成年後見人等に選任した上で，監督人を選任したりする場合があります。 

３ 後見開始事件（保佐・補助は除く。）について，流動資産が５００万円以上の場合，後

見制度支援信託の利用を検討していただくことがあります。利用に適すると判断した事

案については専門職が関与し，その報酬が発生します。概要はパンフレット「成年後見

制度－利用をお考えのあなたへ－」の１１ページ以下をご覧ください。 
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審 判 ・ 確 定 ・ 登 記  
○鑑 定 や調 査 が終 了し た 後，家庭 裁 判所 は，後 見等 の 開始 の 審判 を し，併

せて ， 最も 適 任と 思わ れ る方 を 成年 後見 人 等に 選 任し ます 。  

○複 数 の成 年 後見 人等 を 選任 す るこ とも あ りま す 。ま た，成 年後 見 等監 督

人を 選 任す る こと もあ り ます 。  

○審 判 の内 容 は申 立人 ， 本人 ， 成年 後見 人 等に 書 面で お知 ら せし ま す。  

○ 審 判 書 が 成 年 後 見 人 等 に 届 い て か ら ２ 週 間 以 内 に 不 服 申 立 て が さ れ な

い場 合 は，後 見等 開始 審 判の 法 的な 効力 が 確定 し ます 。審 判 に不 服 があ

る申 立 人，本 人や 利害 関 係人 は ，こ の２ 週 間の 間 に不 服申 立 て（「 即時

抗告 」と いい ま す 。）の 手続 を とる こと が でき ま す 。た だ し ，誰 を 成 年

後 見 人 等 に 選 任 す る か と い う 点 に つ い て は ，不 服 申 立 て を す る こ と が で

き ま せ ん 。  
○後 見 等開 始 審判 の確 定 後，家 庭裁 判所 が ，東 京 法務 局に 審 判内 容 を登 記

して も らう よ う依 頼し ま す（ 戸 籍 に 記 載 さ れ る こ と は あ り ま せ ん 。 ） 。 

○登 記 事項 証 明書 の交 付 方法 に つい ては ，１９ ペ ージ の 東京 法 務局 後 見登

録課 も しく は 最寄 りの 法 務局 で おた ずね く ださ い 。  

 

成年後見人等の職務について 
 

成年後見人等の責任 

成 年 後 見 人 等 は ， 申 立 て の き っ か け に な っ た こ と （ 例 え ば ， 保 険 金 の

受 取 や 預 貯 金 の 引 き 出 し ， 遺 産 分 割 な ど ） が 終 わ っ た 後 も ， 本 人 が 亡 く

な る か 能 力 が 回 復 す る ま で 職 務 が 続 き ま す 。  

成 年 後 見 人 等 に な っ た 以 上 は ， た と え 親 族 で あ っ て も ，「 他 人 の 財 産 を 預 か り ，

管 理 し て い る 。」と 考 え て く だ さ い 。本 人 の 財 産 を 成 年 後 見 人 等 や 親 族 の 名 義 で 管

理 し た り ， 成 年 後 見 人 等 や 親 族 に 贈 与 ， 貸 与 す る な ど ， 本 人 の 不 利 益 と な る よ う

な 管 理 ， 処 分 は 原 則 と し て で き ま せ ん 。  

ま た ， 遺 産 分 割 を 行 う 際 に は ， 原 則 と し て 本 人 の 法 定 相 続 分 を 確 保 し て い た だ

く 必 要 が あ り ま す 。  

財 産 を 不 正 に 処 分 す る と ， 成 年 後 見 人 等 を 解 任 さ れ る だ け で な く ， 損 害 賠 償 請

求 な ど の 民 事 責 任 や ，業 務 上 横 領 な ど の 罪 で 刑 事 責 任 を 問 わ れ る こ と が あ り ま す 。 

 



- 11 - 

 

１  職務説明会 
○成 年 後見 人 に選 任さ れ た方（ 保佐 人，補 助人 に 選任 され た 方で 財 産管 理

に関 す る代 理 権の ある 方 も含 み ます 。）の ため の 職務 説 明会 を 行っ て い

ます の で，ご 案内 のあ っ た方 は必 ず 参 加 し て く だ さ い 。職 務 説明 会 の日

程は ， 審判 書 をお 送り す る際 に 連絡 しま す 。  

 
２  初回報告 

○成 年 後見 人 に選 任さ れ た方（ 保佐 人，補 助人 に 選任 され た 方で 財 産管 理

に関 す る代 理 権の ある 方 も含 み ます 。）は ，ま ず 本人 の 財産 状 況を 調 査

のう え，財 産目 録 及び 年 間収 支 予定 表を 作 成し ，資 料 を添 え て，家庭 裁

判所 に 提出 し なけ れば な りま せ ん。提出 が 終わ る まで は，急 を要 す る行

為以 外 はし な いよ うに し てく だ さい 。  

 
３ 定期報告 

○成 年 後見 人 等は ，定 期 的，か つ，自 主的 に ，本 人 の現 状や 現 在の 問 題等

につ い ての 報 告書 ，本 人 の財 産 目録 ，その 裏 付け と なる 通帳 や 領収 書 類

等の コ ピー を 家庭 裁判 所 に提 出 しな けれ ば なり ま せん 。そ の ため ，日ご

ろか ら ，領 収 書や 取引 に 関す る 書類 を保 管 する と とも に，収 支状 況 を把

握し て おく 必 要が あり ま す。報 告書 等 は，家庭 裁 判 所が 作 成し た 書式（ ウ

ェブ サ イト か らダ ウン ロ ード す るこ とが で きま す 。）に 記入 し てい た だ

く形 式 にな っ てい ます 。  
○ 弁 護 士 や 司 法 書 士 な ど の 専 門 職 が 成 年 後 見 等 監 督 人 に 選 任 さ れ た 場 合

は，上 記の よ うな 報 告書 等 はそ の 成年 後見 等 監督 人 に対 して 提 出し て い

ただ き ます 。  

○期 限 まで に 提出 がな い 場合 ，事情 説明 の ため の 出頭 を拒 ん だ場 合 ，報 告

内容 に 問題 が ある 場合 に は，家庭 裁 判所 は，弁 護士 ，司 法書 士 等を 調 査

人に 選 任し て 後見 等事 務 の調 査 を命 じた り ，こ れ ら専 門 職を 成 年後 見 人

等や 成 年後 見 等監 督人 に 選任 す るこ とが あ りま す 。さ ら に，不 正な 行 為，

著し い 不行 跡 その 他後 見 の任 務 に適 さな い 事由 が ある とき は ，成 年 後見

人等 を 解任 す るこ とが あ りま す 。  
 
４ 家庭裁判所への申立てが必要な場合 
  成年後見人等が次の行為をする場合は，事前に家庭裁判所への申立てが必要と

なります。 
 (１) 本人の

＊  

居住用不動産について，売却，賃貸，抵当権の設定のほか，建物を取

り壊したり，賃借物件の賃貸借契約の解除をする場合などには，「居住用不

動産の処分許可の申立て」が必要です。 
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＊居住用不動産：本人が居住するための建物又はその敷地（現に住んでいる建物等だけでなく，施設入

所中・入院中の者が施設等を出たときに住むべきものを含む。） 

 
 (２) 本人と成年後見人等がいずれも相続人である場合に遺産分割協議をしたり，

成年後見人等が本人所有の不動産を買い取る等，本人と成年後見人等との間に

おいて利益が相反する場合，「特別代理人選任（臨時保佐人，臨時補助人）の

選任の申立て」が必要です。 

 

 (３) 成年後見人等が本人の財産から報酬を求める場合，「報酬付与の申立て」が

必要です。 
 
成年後見人等の仕事が終わるとき 
 
１ 本人が死亡したとき 

 本人が死亡した場合には，後見等自体が終了することになりますから，速やか

に家庭裁判所に本人の除籍謄本又は死亡診断書のコピーを送付し，東京法務局後

見登録課に後見終了登記の申請をしてください。そして，本人の相続人に報告し，

管理していた財産を引き継いでください。  
 

２ 成年後見人等の辞任 
 成年後見人等は，病気などやむを得ない事情がある場合は，家庭裁判所の許可

を得て，辞任することができます。ただし，辞任しても後見等は終了しませんか

ら，「後見人等辞任の許可の申立て」のほか，別途，後任の「後見人等選任の申

立て」が必要です。辞任が許可され，新たな成年後見人等が選任された場合には，

管理していた財産を後任の成年後見人等に引き継いでください。 

 

３ 本人の能力が回復したとき 
  本人の能力が回復して，後見等の必要がなくなった場合は，家庭裁判所に，後

見等開始審判の取消の申立てをすることができます。取消が認められれば，それ

まで成年後見人等が管理していた財産を本人に引き継いでください。 
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申立人
子　甲野　一男
　　　　昭・平　○年　○月　○日生

配偶者　甲野　花子
　明・大・昭・平　○年　○月　○日生

子　甲野　次男
　　　　昭・平　○年　○月　○日生

本人　甲野　太郎 　　　平成○年○月○日死亡

　明・大・昭・平　○年　○月　○日生 　　　

子　乙野　菊子
　　　　昭・平　○年　○月　○日生

後見人候補者
子　丁野　桜子

　 　　　　昭・平　○年　○月　○日生

兄弟姉妹　甲野　一郎
　明・大・昭・平　○年　○月　○日生

父　甲野　夏男 子

明・大・昭　○年　○月　○日生 　　　　昭・平　　年　　月　　日生

　平成○年○月○日死亡 兄弟姉妹　甲野　二郎
　明・大・昭・平　○年　○月　○日生

兄弟姉妹　甲野　三郎
　明・大・昭・平　○年　○月　○日生

母　甲野　秋子 　　　平成○年○月○日死亡

明・大・昭　○年　○月　○日生

兄弟姉妹　丙野　梅子
　明・大・昭・平　○年　○月　○日生

兄弟姉妹

　明・大・昭・平　　年　　月　　日生

兄弟姉妹

　明・大・昭・平　　年　　月　　日生

おじ・おば いとこ

明・大・昭　　年　　月　　日生 　明・大・昭・平　　年　　月　　日生

親　族　関　係　図

　　甲野　良男

　　平成○年○月○日生

　　甲野　良子

　　平成○年○月○日生

＊申立人も記入してください。

＊子が亡くなっている場合は，
孫も記入してください。

＊亡くなった方も記入し，×印
をつけ，死亡年月日を書いてく
ださい。

＊わかる範囲で書いていただけ
れば結構です。

＊兄弟姉妹が亡くなっている場
合には，おいやめいの記入をお
願いすることがあります。

 

記載例 
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財産目録（平成○○年○月現在）
１　預貯金，現金

金融機関名，支店名，口座番号 金額（円） 備考 必要資料例（請求先）

○○銀行××支店 普通預金(2345678) 3,237,947 預貯金通帳のコピー

○○銀行△△支店　定期預金(123725) 5,000,000

ゆうちょ銀行　通常貯金(1450-2365) 503,402

現金・預貯金総額 8,741,349 円

２　保険契約・株式・投資信託等その他の資産

種類（証券番号等）
金額（評価
額）（円）

備考 必要資料例（請求先）

●●生命　生命保険（23F-005897） 保険証券のコピー（保険会社）

●●海上火災　火災保険（203778）

▲▲電力㈱　　1,000株 2,000,000
残高報告書のコピー（証券会
社）

３　不動産

所在，種類，面積等 備考 必要資料例（請求先）

○○区○○町１－１２ 不動産の全部事項証明書（法務局）

宅地　123.24㎡

○○区○○町１－１２－３４

居宅　２階建て

４　負債

種類（債権者） 金額（円） 備考 必要資料例（請求先）

住宅ローン残金（▲▲銀行○○支店） 748,367
契約書又は残高証明書のコ
ピー　（金融機関）

立替金（親族○○） 1,500,000 施設入所費 契約書又は領収書のコピー

負債総額 2,248,367 円

【記載等の要領】

２　必要資料例を参考にして，財産の内容が分かる資料を添付してください。

　主な資料

　　　　必ず両面ともコピーしてください。）

　　　※　保険証券が手元にない場合は，保険契約が記載された通知書等のコピー

　　□　株式・投資信託については，その内容，数が記載された残高報告書・通知書等のコピー

※コピーの取り方は１８ページをご覧ください。

　　□　負債についての契約書等のコピー

　　　（銀行名，支店名，口座名義人，口座番号及び直近２か月分の残高が記載されたページ）

　　□　保険証券のコピー（本人が契約者又は受取人になっているものを添付してください。

１　本人が現在所有している財産すべてを，この記載例を参考にして記載してください。

　　「預貯金，現金」及び「負債」については，各総額を計算して記載してください。

　　保険の場合は金額欄の記載は不要です。株の場合は，種類の欄に会社名・株数を，金額

　　欄に直近の評価額を記載してください。

　　□　不動産の全部事項証明書（原本，申立日から３か月以内のもの）

　　□　預貯金の通帳（定期預金証書を含む。）のコピー

現金と預貯金の合計を記入してください。

必ず提出してください。

証券番号を記入

してください。

口座番号を記入

してください。

必ず提出してください。

 

記載例 
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収支状況報告書(平成○○年○，△月）

１　収入

内容 金額（円） 備考 必要資料例

年金（厚生年金）
　　（国民年金・老齢基礎年金）

200,633 年金通知書のコピー※

配当金（株式　▲▲電力(株)） 10,500 通知書のコピー※

親族の立替・援助（長男） 150,000

Ａ　合計 361,133 円

２　支出

内容 金額（円） 備考 必要資料例

生活費 40,000

施設費 153,219
施設作成の領収書（２か月
分）のコピー※

住居費 （住宅ローン） 126,000 平成○○/○○に終了する予定
領収書（２か月分）のコ
ピー※

税金（固定資産税） 12,000 請求書のコピー※

保険料（国民健康保険，介護保険） 10,000 請求書のコピー※

その他　（平成○/○/○胃の手術） 100,000 領収書のコピー※

Ｂ　合計 441,219 円

Ａ－Ｂ＝ -80,086 円

【記載等の要領】

１　直近２か月間の収入および支出について，この記載例を参考にして記載してください。

　　なお，生活費とは，本人の食費，水道光熱費，被服費等日常生活に要するものとし，住居費や

　療養費は別の区分としてください。

２　収入・支出（年金，配当金，施設費等）については，必要資料例を参考にして，資料を添付し

　てください。

　※金融機関を通じて振り込んだり，振り込まれているときは，通帳に取引相手が明記されている

　　場合に限り，領収書等に代えて通帳のコピーを提出することができます。

※コピーの取り方は１８ページをご覧ください。

注意!!：確定申告書等の資料にマイナンバーが記載されているときは，その部分を隠してコピー

　　　　したものを提出してください。

 

 

 

記載例 
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親族の同意書について 

 

                       

 

 

 後見開始（保佐開始，補助開始）事件においては，申立ての内容や，成年後見人

（保佐人，補助人）として誰が適当かということについて，ご本人の親族の意見を

参考にしながら，家庭裁判所が成年後見人（保佐人，補助人）を選任しています。 

 そこで，親族の方に異論がなく，後見等開始の手続に賛成されている場合は，申

立時にその親族の同意書を準備していただきますと，その後の家庭裁判所の手続が

比較的速やかに進行します。 

 同意書を準備していただく親族の範囲は，ご本人が亡くなられた場合に，相続人

となる方（「推定相続人」といいます。）です。例えば，ご本人に配偶者とお子さん

がいる場合は配偶者とお子さん，また，お子さんがなく，配偶者ときょうだいがい

る場合は，配偶者ときょうだいです。 

 ただし，親族でも高齢のため同意書の提出が難しいときや，これまでのいきさつ

から同意を得ることが難しいなど，同意書を提出することが困難な場合には，申立

時に提出する必要はありません（家庭裁判所から，必要に応じ，親族の方に意見を

伺います。）。 

説 明 
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 同   意   書 
 

 

 

 

１ 私は，本人（ 甲野太郎 ）の（  長女  ）にあたります。 
＊ 本人か ら見た 続柄（ 姉,長男 等の 

関 係）を お書き くださ い。 

 

２  私は，後見（保佐・補助）の手続について，次のことに同意します。 
 

 

 (1)本人（ 甲野太郎 ）について，後見（保佐・補助）開始の審判をすること。 
 

 

 

 (2)本人の成年後見人（保佐人・補助人）に（ 丁野 桜子 ）が選任されること。               
＊後見人等候補者の氏名 

                      

 

 

 

            平成３０年 ４月 １日 

            （〒１００－００１３） 

                          住  所 東京都千代田区霞が関１－１－２   

 

                        氏名（署名）  乙 野 菊 子         印  

 

                        電  話  ０３－３５０２－００００      

 

                       （携帯電話）０９０-００００-××××        

記載例 
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＜コピーの取り方＞ 
１ 用紙はＡ４判（申立書と同じサイズです。）にコピーをしてください。入りきらない

ときはＡ３判に，Ａ３判が利用できないときはＢ４判でも差し支えありません。  
２ 裁判所の記録は「Ａ４判縦，横書き」ですので，書類は基本的に「Ａ４判縦，左とじ」

でとじていきます。したがってコピーをしていただく際は，Ａ４判を縦にしたとき，そ

の左側に２センチ程度の余白（とじしろ）ができるようにしてください。  
  2cm  Ａ４判                   2cm     Ａ３判 

  ←→               ←→ 
 

 

 

 

 

 

 

３ 預貯金通帳のコピーを取るときは，申立前に記帳した上で，次の部分をコピー

してください。  
 ア 表紙（金融機関名，通帳の種類，店番号，口座番号，口座の名義人の氏名な

どの記載があります。）  
 イ 表紙をめくってすぐの見開きページ（口座番号，取扱支店名などの記載があ

ります。）  
 ウ 直近２か月分の記帳のあるページすべて 

 

ア 表紙のコピー例            ウ 記帳のあるページのコピー例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 保険証券など裏表両面に記載があるものは，両面ともコピーしてください。  
５ 複数の領収書やレシートを１枚の用紙にコピーするときは，支払の種類ごとに

まとめてください。 

６ 通帳等Ａ４判のサイズより小さいものをコピーするときでも余白は切り取らず，

Ａ４判の大きさのまま提出してください。 

 

 
 

余 

 

白 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
001 1234567  □□□□ 様  

 
              あいうえ銀行 
 

 
 
 
余 
 
白 
 
 
 
 

 
 
 
余 
 
白 
 
 
 
 

 

 
余 

 
 
 
白 

 
 
 
 
 
 
 
 

     適   用   お支払金額 お預り金額 残 高 

 10-10-10  国民年金            28,583   ***  
 10-10-10  厚生年金           231,000  ***  
 10-10-10   電気料        3,000        *** 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

総合口座通帳 
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【住 所】 〒１０２－８２２６ 

 東京都千代田区九段南１－１－１５   九段第２合同庁舎 ４階 
【電 話】  ０３－５２１３－１３６０（後見登録課 直通） 
【ウェブサイト】http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/      

hokyokutouki.html 
【最寄り駅】 
  ・東京メトロ東西線 「九段下駅」 ６番出口から 徒歩約５分 
  ・東京メトロ半蔵門線「九段下駅」 ６番出口から  徒歩約５分 
  ・都営地下鉄新宿線  「九段下駅」  ６番出口から  徒歩約５分 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 成年被後見人等及び成年後見人等への登録の有無や後見登記内容等を確認するため，「登記事

項証明書」という証書の発行を受けることができます（有料）。 

 東京法務局後見登録課のご案内  
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【住 所】 〒１００－８９５６ 

 東京都千代田区霞が関１丁目１番２号（中央合同庁舎６号館Ｃ棟） 

【電 話】  ０３（３５０２）５３５９，５３６９（後見センター受付係直通） 

【最寄り駅】 

・東京メトロ 丸ノ内線 「霞ヶ関駅」下車 Ｂ１ａ出口から徒歩約１分 

       日比谷線 「霞ヶ関駅」下車 Ａ１出口から徒歩約３分 

       千代田線 「霞ヶ関駅」下車 Ｃ１出口から徒歩約５分 

       有楽町線 「桜田門駅」下車 ５番出口から徒歩約１０分 

 

・都営地下鉄 三 田 線 「日比谷駅」下車 Ａ１０出口から徒歩約１０分 

 

・ＪＲ    山 手 線 「有楽町駅」下車 日比谷口から徒歩約１５分 

京浜東北線  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

※東京家庭裁判所庁舎２階の後見センターに直接お越しください。 
※東京家庭裁判所の駐車場は，駐車台数が限られているため，公共交通機

関のご利用をお願いします。 

 東京家庭裁判所後見センターのご案内  
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【住 所】 〒１９０－８５８９ 

 東京都立川市緑町１０番地の４ 

【電 話】  ０４２（８４５）０３２２，０３２４（直通） 

【交通手段】 

ＪＲ中央線・青梅線・南武線「立川駅」北口から 

・多摩都市モノレール利用の場合 

「立川北駅」乗車～「高松駅」下車～徒歩約５分 

・立川バス利用の場合 

立川駅北口バス乗り場②番乗車～「裁判所前（下り）」下車～徒歩約１分 

・徒歩の場合 

立川駅北口から約２５分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※東京地方裁判所・東京家庭裁判所立川支部庁舎７階の後見係に直接お越

しください。 
※東京家庭裁判所立川支部の駐車場は，駐車台数が限られているため，公

共交通機関のご利用をお願いします。 

 東京家庭裁判所立川支部後見係のご案内  


